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高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高松市が発注する建設工事及び物品の買入れ等（以下「建設工事

等」という。）の契約から暴力団等を排除するための措置に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 建設工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設

工事並びに当該建設工事に係る設計、調査及び測量の委託等をいう。 

(２) 物品の買入れ等 物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為（建

設工事を除く。）をいう。 

(３) 暴力団等 暴力団又は暴力団関係者をいう。 

(４) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(５) 暴力団員 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(６) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、

その組織の威力を背景として暴対法第２条第１号に規定する暴力的不法行為等を行う

もの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力

し、若しくは関与するものをいう。 

(７) 不当要求行為 不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等の適正な履行を

妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。 

(８) 不当要求行為対策責任者 不当要求行為に関し、受注者からの報告聴取、警察署

との協議及び受注者に対する支援・情報提供等を行う責任職員（当該発注工事等を

所管する課の長をいう。）をいう。 

（指名停止による排除） 

第３条 市長は、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号。高松市下水道事業の

会計事務の特例に関する規則（平成３０年高松市規則第３４号）第１００条において

読み替えて準用する場合を含み、以下「契約規則」という。）第１５条の規定により

資格者名簿に登載された者（以下「有資格業者」という。）が別表に掲げる措置要件

のいずれかに該当すると認めるときは、高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松

市告示第４０３号）に基づき、速やかに指名停止をするものとする。 

２ 高松市指名停止等措置要綱第１２条の規定により、指名停止中の有資格業者が高松市

が発注する建設工事等（以下「市発注建設工事等」という。）の全部若しくは一部の
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下請負人若しくは受託者となり、又は市発注建設工事等の連帯保証人となることを承

諾してはならない。 

（契約の解除） 

第４条 契約事務担当員（契約規則第２条第３号に規定する契約事務担当員をいう。）は、

市発注建設工事等の契約の相手方（以下「受注者」という。）が別表に掲げる措置要

件のいずれかに該当すると認められる場合（契約の相手方が共同企業体である場合は、

その構成員が同表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる場合を含

む。）に、当該契約を解除することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（不当要求行為に係る報告・届出等） 

第５条 受注者は、建設工事等の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けたとき

は、市に報告するとともに、警察署に届け出なければならない。この場合における報

告書及び届出書は、別記様式によるものとする。暴力団等以外の者から不当要求行為

を受けたときも、同様とする。 

２ 前項の場合における報告書及び届出書は、別記様式によるものとする。 

３ 市長は、第１項及び次条に規定する事項を、建設工事等に係る契約書、特記仕様書等

に記載するものとする。 

４ 市長は、受注者が第１項の報告又は届出を怠った場合において、必要があると認める

ときは、高松市指名停止等措置要綱の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。  

（不当要求行為排除の基本的手順） 

第６条 受注者は、建設工事等の履行に当たり、暴力団等（前条第１項後段の者を含む。

以下この条において同じ。）から不当要求行為を受けた場合等については、同項の規

定による報告及び届出を行うほか、次の事項を守らなければならない。 

(１) 暴力団等からの不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに別記様式によ

る報告書・届出書により、市に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出す

ること。 

(２) 下請業者から、不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた旨の

報告を受けた場合は、前条第１項及び前号に準じた措置をとること。 

（不当要求行為対策責任者等の責務） 

第７条 不当要求行為対策責任者及び財政局契約監理課長は、次の責務を負うものとする。  

(１) 不当要求行為対策責任者は、受注者、警察署等と緊密な連携を図り、建設工事等

への暴力団等の不当な介入の排除及び未然防止に努めること。 

(２) 不当要求行為対策責任者は、建設工事等の適切な進行管理を図るとともに、受注

者に対する支援・情報提供等に努めること。 

(３) 不当要求行為対策責任者は、不当要求行為の処理について、当該建設工事等を所

管する局の長及び財政局契約監理課長に報告すること。 
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(４) 不当要求行為対策責任者及び財政局契約監理課長は、県警本部と連携し、不当要

求行為に対する対応策を検討し、受注者の支援・指導をすること。 

（関係機関との連携） 

第８条 市長は、この要綱の運用に当たっては、香川県警察本部との密接な連携のもとに

行うものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

２ 第３条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに契約する発注工事等について適用

する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年２月２２日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、この要綱の施行の日以後に行う公告その他の契約の申込み

の誘引に係る契約について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平３０年４月１日から施行する。 
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別表（第３条、第４条関係） 

(１) 代表一般役員等（受注者又は有資格業者の代表役員等（受注者が個人である場合

にはその者を、受注者又は有資格業者が法人である場合には代表権を有する役員（代

表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。）をいう。以下この号において

同じ。）、一般役員等（法人の役員（執行役員を含む。）又はその支店若しくは営業

所（常時建設工事又は物品の買入れ等に係る請負契約、委託契約、売買契約等を締結

する事務所をいう。）を代表する者（代表役員等を除く。）をいう。）又は経営に事

実上参加している者をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であると認められるとき。 

(２) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利

益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団

又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 

(３) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、

金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 

(４) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

(５) 契約等に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知り

ながら、当該者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を

利用したと認められるとき。 

(６) 第１号から第４号までのいずれかに該当する者と下請契約、再委託契約又は資 

材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合（前号に該当する場合を除  

く。）に、市が当該下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該 

者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 
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別記様式（第５条、第６条関係） 

年  月  日 

 

（宛先） 

 

住      所 

受注者（業者）名          ㊞ 

担当者・電話番号 

 

不当要求行為報告・届出書 

 

１ 対象工事等 

工 事 等 の 名 称  

工 事 等 の 場 所  

履 行 期 間  

市 発 注 機 関  

２ 不当要求行為の相手方等 

氏 名 ・ 人 数  

住 所  

所 属 団 体 等  

応 対 場 所  

応 対 日 時  

応 対 方 法  

応 対 者  

 ３ 不当要求行為の内容 

不当要求行為の内

容・手段等 
 

一時的対応の内容  

 


